
課題（１）：家庭・学校・地域などにおける男女平等教育の推進

①年齢に応じた男女平等教
育の推進

・全小中学校において人権教育
全体計画・年間計画を作成し、男
女平等教育を位置づけ、推進し
た。特に中学校社会科では、男
女共同参画社会に関する学習を
年間指導計画に位置づけた。

4

　全小中学校において人権教育全体計
画・年間計画を作成し、男女平等教育を
位置づけ、推進することができた。特に
中学校社会科（公民的分野）では、男女
共同参画社会に関する学習を年間指導
計画に位置づけ、指導を展開することが
できた。

　学校における全教育活動において、男
女平等教育の精神を根付かせ、教育活
動を展開していく。

学校教育課

②一人ひとりの違いを大切
にする教育の推進

・全小中学校における教育活動
全体を通して、一人ひとりの違い
を大切にし、互いに尊重し合う精
神を重んじながら個を伸ばす教
育を推進した。

4

　全小中学校における教育活動全体を
通して、一人ひとりの違いを大切にし、互
いに尊重し合う精神を重んじながら個を
伸ばす教育を推進することができた。

　男女がともに一人の自立した人間とし
て、互いの人格や個性を尊重し合うととも
に、一人ひとりの個性や能力を発揮でき
るようにする。

学校教育課

③男女平等の視点を取り入
れた学校行事の推進

・全小中学校における教育活動
全体を通して、男女平等の視点
を取り入れた教育の精神に基づ
き、学校行事を企画・運営した。

4

　全小中学校における教育活動全体を
通して、男女平等の視点を取り入れた教
育の精神に基づき、学校行事を企画・運
営することができた。

　教育活動全体を男女平等の観点から
見直すとともに、男女共同参画の視点に
立った男女平等教育を推進する。 学校教育課

実績なし

1

　平成26年度に引き続き、平成27年度に
ついても実施できなかった。

　平成28年度に市制施行50周年事業とし
て、「かがやき川柳コンクール」などの実
施を検討していたが、見送る予定であ
る。

自治文化課

・人権作文、人権標語の募集を
通して、人権意識の高揚を図っ
た。
人権作文（小２～中３：５月）
人権標語（小５、中１：７月）
人権メッセージ（小中：６月）

5

　人権作文、人権標語の募集を通して、
人権意識の高揚を図ることができた。
人権作文（小中学校参加総数 ９９２１点）
人権標語（小中学校参加総数 ２６５７点）
人権ﾒｯｾｰｼﾞ(小中学校参加総数 ４１４８
点)

　人権作文や人権標語等への取り組み
を通して、男女平等や男女共同参画社会
の大切さを啓発していく。

学校教育課

⑤教職員研修の充実 ・各種人権教育研修会への参加
を通して、教職員の意識の高揚
を図った。
人権教育授業研究会
人権教育研修会　等

5

　人権教育研修会では、フィールドワーク
を取り入れるなどして、体験型・参加型の
研修を行い、研修の充実を図ることがで
きた。

　体験型・参加型の研修会の充実を図る。特に「人権感覚育成プログラム」活用の研修の充実を図る。

学校教育課

今後の展望

平成２7年度第３次いるま男女共同参画プラン実施状況

施策の方向 主な取組 平成27年度事業実績 平成27年度事業評価 担当課

基本目標【１】：男女の人権の尊重

●家庭教育・学校教育・社
会教育における男女共同参
画意識の普及・啓発

④標語、ポスター等のコン
クールの実施

1



・市立小中学校へセンターだより
を配付（平成25年度より）

3

　情報提供については、センターだよりを
市立の全小中学校に毎月配布している
程度にとどまっている。

　今後もセンターだよりの配布おこなって
いくが、より効果的な方法を検討する必
要がある。 自治文化課

・各種人権教育研修会への参加
を通して、教職員への情報提供
を行い、意識の高揚を図った。
人権教育授業研究会
人権教育研修会　等

5

　各種人権教育研修会において、管理
職・人権教育担当者への情報提供を行
い、研修の充実を図ることができた。

　各種人権教育研修会において、管理
職・人権教育担当者が知り得た情報を、
校内研修等を通して他の教職員に広め
ていく。 学校教育課

・新規採用職員研修(中期）で、
福祉施設等での実習を実施し
た。
３３名受講

5

　福祉施設等での体験実習について、職
員が協力し合い実施することが出来たた
め、男女平等への意識啓発に効果が高
かったと考える。

　今後も継続して取り組んでいく。

職員課

実績なし

1

　体験学習を実施できなかった。 　デートＤＶなどの講座の実施を検討して
いるが、今後実施できるよう努めていく。
　実施にあたっては、他の学校行事との
事前調整が重要となる。 自治文化課

・入間市母子愛育会の協力のも
と、中学校を中心に育児体験学
習を実施し、男女共同の育児参
加について実体験をもとにして学
習した。

4

　入間市母子愛育会の協力のもと、中学
校を中心に育児体験学習を実施し、実体
験を通して、男女共同の育児参加につい
て学習を深めることができた。

　育児体験学習等、体験参加型の学習を
通して、男女共同参画の必要性や大切さ
などを普及・啓発していく。 学校教育課

●家庭教育・学校教育・社
会教育における男女共同参
画意識の普及・啓発

⑥教職員への情報提供

⑦体験学習を通した男女平
等教育の推進

2



・女性のための再就職支援セミ
ナー
参加者9名
・カラーセラピー＆カラーコーディ
ネートセミナー
参加者36名
・女性のための護身術講座
参加者22名
・理工系女子集合！講座
参加者38名
・埼玉県西部地域まちづくり協議
会男女共同参画講演会
参加者450名
・男女共同参画セミナー（全2回）
参加者190名
・センスアップセミナー
参加者12人
・パパとあそぼう！親と子どもの
コミュニケーション講座
参加者44人
・男女共同参画職員研修
参加者46人
・女性リーダー養成講座（全4回）
参加者16人
・子育て、個育て、自分育て-再
発見講座！
参加者9人
・東京家政大学地域連携推進セ
ンターシンポジウム
参加者50人
・健康福祉センターでPR（全6回）
参加者300名

5

　男女共同参画セミナーや女性リーダー
養成講座など毎年実施している講座の
ほか、近隣市との共催で埼玉県西部地
域まちづくり協議会男女共同参画講演会
や東京家政大学地域連携推進センター
との共催でシンポジウムを行った。
　また、男性の家事・育児の啓発として、
県との共催でパパのための地域交流会
を実施した。
　他市との連携や県との共催により多様
な形の講演会・セミナーを実施することが
でき、多くの市民に参加してもらい、啓発
することができた。

◆講座等参加者数
H26： 671名
H27： 1,248名

　今後は、埼玉県などの他、市民団体等
との共催で実施し、より幅広い層の市民
に参加してもらうよう務める。

自治文化課

・入間市生涯学習茶の都出前講
座の実施
・いるま生涯学習ガイドブックの
発行（年２回）
・いるま学びの場の発行（年１
回）

4

　出前講座は毎年多数の利用があり、ガ
イドブックや学びの場も合わせて学習機
会の提供の場となっている。
ガイドブックアクセス件数：604件
いるま学びの場アクセス件数：3,057件
出前講座アクセス件数：557件

　情報の更新及びそれぞれの内容の充
実が課題。

生涯学習課

●家庭教育・学校教育・社
会教育における男女共同参
画意識の普及・啓発

⑧学習機会の提供

3



人権教育推進事業
東町公民館・久保稲荷公民館
・第１回　指定障害者支援施設
の視察、人権について考える
参加者２７名
・第２回　石川和助と埼玉の廃娼
運動（講話）
参加者１９名
・第３回　同和問題の解決をめざ
して（講話）
参加者１１名
・第４回　女性と子どもの人権（講
話）
参加者３１名
・第５回　高齢者の人権～成年
後見制度と遺言・相続～（講話）
参加者２６名

5

　東町公民館と久保稲荷公民館で合同
で実施した。
　公民館から地域の方へ情報発信をし、
これからの地域のあり方、互いに支えあ
うことの必要性、人権の基本である「お互
いを尊重しあうこと」の大切さを学んだ。
　この事業を通じて、人権意識の高揚を
図ることができた。

　今後も人権教育の事業は市全体の取り
組みとして続けていく。

公民館

・市立小中学校へのセンターだよ
り等の配布
・東京家政大学地連携推進セン
ターとの共催でシンポジウム実
施
参加者50名

3

　市内小中学校へセンターだより等を配
布することにより啓発を図ることができ
た。
　また、東京家政大学地域連携推進セン
ターとの共催でシンポジウムを開催した。

　今後も市内小中学校へセンターだより
等を配布し啓発活動をおこなう。
　また、大学等との共催により講座等を
積極的に進めていく。 自治文化課

・ＰＴＡ家庭教育学級の実施

5

　ＰＴＡ会員が自ら、いろいろな機会や場
を通して学び、行動していく力を身に付け
ることができた。

　今後も継続、充実していく。

生涯学習課

課題（２）：意識・制度・慣行の見直しと意識啓発、実践の拡充

①ポスター、ちらし、冊子等
啓発物の発行

・男女共同参画情報紙（女と男の
情報紙ビギンはじめよう！）の発
行、全戸配布
・センターだよりの配布
・男女共同参画セミナー記録集
の発行

5

　情報紙を発行し、全戸配布することによ
り啓発を図ることができた。
　また、男女共同参画セミナー記録集を
発行することにより、セミナー参加者以外
の人達にもセミナーの内容について知っ
ていただく機会を提供できた。

　今後も内容の充実を図ると共に、配布
方法についても検討していく。

自治文化課

●性別による固定的役割分
担意識の改革

●家庭教育・学校教育・社
会教育における男女共同参
画意識の普及・啓発

⑧学習機会の提供

⑨教育・研究機関との連携
による啓発活動の充実

施策の方向 主な取組 平成27年度事業実績 平成27年度事業評価 今後の展望 担当課

4



②市主催事業での啓発活動
の実施

・毎年、赤ちゃんサロンでの男女
共同参画推進条例パンフレット
等を配布
・各講座実施時、条例パンフレ
ット等配布

3

　毎年、親子支援課で実施している赤
ちゃんサロンにおいて、条例や推進セン
ターのパンフレットを配布している。

　他部署との連携を積極的におこなって
いく。

自治文化課

・広報いるまに記事を17件掲載
・記事によってはケーブルテレビ
やFM茶笛で情報発信

4

　広報いるまやケーブルテレビ、FM茶笛
等で多くの事業等を紹介し、広くPRする
ことができた。

　今後も、広報いるまへの掲載、ケーブ
ルテレビ・FM茶笛での情報発信、プレス
リリース等を継続して行う。

広報広聴課

・男女共同参画情報紙（女と男の
情報紙ビギンはじめよう！）の発
行、全戸配布
・センターだよりの配布
・ホームページによる情報提供
・入間ケーブルテレビによる情報
提供

5

　情報紙やセンターだよりなどの紙媒体
での情報発信の他、ホームページによる
情報発信や入間ケーブルテレビの活用
などの手段により毎年実施しているが、
情報紙の配布方法ついて、平成27年度
は、市広報に中折り込みすることによっ
て、より効果的に情報を提供することが
できた。

　ホームページの改修を検討する。

自治文化課

・男女共同参画推進ホームペー
ジに埼玉県ホームページの「多
様な働き方実践企業」のページ
をリンクし、紹介
・日本女性会議2015倉敷への市
民派遣　2名

4

　埼玉県、国等の情報を活用することに
より情報提供することができた。
　また、日本女性会議2015倉敷への市民
を派遣し、派遣状況を情報紙などで紹介
することができた。

　今後は、現在の取組を継続しつつ、さら
により効果的な方法で先進地事例を紹
介する方法を検討する。
　 自治文化課

・いるま生涯学習フェスティバル
における参加団体（78団体）及び
来場者（延べ6,300人）間の交流 5

　来場者、参加団体の情報交流の場と
なっている。

　今後も継続、充実していく。

生涯学習課

実績なし 　公民館としては特になし

公民館

②男女共同参画の視点を取
り入れた事業の見直しと意
識啓発の推進

・新規採用職員研修で男女共同
参画について講義
・市般職員向け男女共同参画研
修
・職員意識調査の実施

5

　平成27年度は、毎年実施している新規
採用職員研修の他に、一般職員向けに
男女共同参画研修及び職員意識調査を
実施し意識啓発に務めた。

　平成28年度も引き続き、新規採用職員
研修と一般職員を対象とした職員研修を
実施予定である。 自治文化課

③多様なメディアを活用した
啓発活動の実施

●性別による固定的役割分
担意識の改革

①先進事例の紹介●制度・慣行の見直しと男
女共同参画による具体的実
践の促進

5



課題（３）：男女の性差を理解し、生涯を通じた心身の健康づくり

・一般相談（毎日）
・法律相談（月５回）
・人権相談（月２回）
・心配ごと相談（毎週木曜日） 4

　職員が対応する一般相談では、主に傾
聴に務め、内容に応じて該当する関係部
署の紹介を行なっている。相談者にとっ
て必要な情報を伝えることや適切な相談
を受けてもらうことができたのではない
か。

　色々な問題を抱えている相談者の対応
について、適切な応対や回答ができるよ
うなスキルを職員が身に付ける必要があ
る。相談者が必要としている情報や回答
が得られる相談体制づくりを行ないたい。

市民生活課

・精神保健相談事業　1,896件
・精神科医によるこころの健康相
談、もの忘れ相談　4回10件

5

　市民が、より健康で自立した生活を送
れるように、専門医や各地区担当保健
師、精神保健福祉士などの専門職員が、
連携を図りながら心の健康相談を実施し
た。
精神科専門医が相談を受けていることが
分かりやすいようタイトルを変更して実施
したが、26年度に受託いただいた講師
（医師）が多忙により辞退され、新たな講
師が見つからず、また相談希望者が居な
い回があったため、実施回数、件数とも
に減少した。

　今後も、自殺との関連性を念頭におき
ながら、関係課や職員間で連携強化して
取り組んでいく。平成27年度の精神保健
事業の相談件数は前年度の伸び率より
は少ないものの、増加を続けており、今
後も関係機関との連携をより一層深めて
対応をしていく。 健康福祉課

②母子保健事業の充実 ・両親学級
　年６回（１回が４日間）２６６人
・働くママのための両親学級
　（年６回）１４９人

5

　第３次プランの基本目標である男女の
人権の尊重を目標に母子保健事業の充
実を図るために様々な事業を実施してき
ました。目標に向け昨年度と同回数では
ありますが、事業を実施した結果、各事
業とも父親の参加を含め、多くの方の参
加をいただき、基本目標５の数値目標達
成に向け効果があったと考えます。

　第３次プランの基本目標である男女の
人権の尊重を目標に母子保健事業の充
実を図るために様々な事業を実施してい
ます。今後も同事業を継続して行っていく
とともに、目標に向け更に充実できるよう
に努めて行くものです。

親子支援課

③女性の悩みごと相談の充
実

・面接相談44回延べ相談人数
115名
・電話相談44回延べ相談人数58
名
・法律相談10回延べ相談人数37
名

5

　前年度に引き続き、女性の悩みごと相
談を実施し、相談実績は前年度を上回っ
ている。

　今後も相談事業を継続すると共に周知
方法について検討し、相談事業の更なる
浸透を図っていく。
　また、他の相談機関と連携を取りながら
速やかで、効果的な相談体制の確立維
持に努めていく。

自治文化課

④生活習慣病予防対策の
充実

・市民健康診断後保健指導　22
人
・骨粗鬆症検診事後指導　388人
・乳がん保健指導　1,196人
・その他、各種がん検診の実施
など

5

　各種健康診断及びがん検診等の他、
健（検）診事後の保健指導や健康相談を
面接、電話、郵送などで実施したことで、
生活習慣病予防に取り組むことができた
と考える。

　今後も各種健（検）診等を実施し、保健
指導や健康相談を通じて、市民の健康管
理の実践や健康意識の向上を図り、生
活習慣病予防に繋げていく。 健康福祉課

互いの性と生を尊重し、生
涯にわたる心とからだの健
康支援

①市民の心の健康相談の
充実

施策の方向 主な取組 平成27年度事業実績 平成27年度事業評価 今後の展望 担当課
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⑤健康づくりに関する事業
の充実及び意識の啓発

・血管若返り教室（年3コース）参
加者延べ346人
・血管若返り教室修了者の集い
参加者延べ66人
・生活習慣改善セミナー（年3回）
参加者延べ82人
・女性のための健康講座（全4
回）参加者延べ22人
・女性のための健康講座（市内
小学校ＰＴＡ）講師派遣参加者延
べ203人
・はじめてウォーキング教室（年3
コース）参加者延べ137人
・はじめての歩き方講座（全11
回）参加者延べ172人
・健康相談（年13回）参加者延べ
308人

5

　教室、セミナー等の内容については、
男女の特徴や個々に応じた指導を心掛
けながら実施し、特に男女の特有に応じ
た健康づくり学習の機会を設けるため、
女性のための健康講座や男性の運動教
室を実施している。参加者においては、
主体的な健康づくりを実践していくための
知識の習得やきっかけづくりになったと考
える。

　今後も各種事業の内容を充実させなが
ら実施していくことで、市民の健康づくり
の支援とともに健康意識の向上を図って
いく。

健康福祉課

⑥互いの性と生を理解し、
尊重する教育の推進

・全小中学校における教育活動
の中に性教育を位置づけ、発達
段階に応じた指導を展開し、男
女の性の違いや男女の社会的
役割等について学習した。

5

　全小中学校における教育活動の中に
性教育を位置づけ、発達段階に応じた指
導を展開した。男女の性の違いや違いや
男女の社会的役割分担等について考え
を深めさせることができた。

　性に関する正しい知識、考え方を子ど
もたちに発達段階に応じて身につけさせ
ることで、男女が互いの人格を認め合
い、協力していく態度を育成していく。 学校教育課

互いの性と生を尊重し、生
涯にわたる心とからだの健
康支援
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